
告示番号第 20 号　

件名　第12工区公園管理業務委託

質　　問　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
河川維持業務（特記仕様書）-1【施工】-⑤につきまして、自走式除草機械を
使用して施工する場合は監督職員と協議とありますが、減額対象でしょうか。

施工方法を変更する場合は仕様書の通り監督員と協議のこと。
設計変更の有無については協議内容により都度協議します。
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質　　疑　　書
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